
差出人
〒703-8231 岡山市中区赤田85 グロップ内

東北電力ネットワーク株式会社
インボイス制度（受給契約）事務局

インボイス制度開始に伴う
登録番号報告のお願い

●ご案内は内側にあります。
ゆっくりていねいにはがしてご覧ください。

よくあるご質問

●ゆっくりはがして内容をご覧ください。
ぬれた場合は完全に乾いてからはがしてください。

お問い合わせ窓口

インボイス制度に関するご案内

インボイス登録状況のご確認

ご回答ページ

・2023年10月からインボイス制度が始まります。
・資源エネルギー庁の案内どおり、課税事業者に該当
する場合は、最寄りの税務署までインボイス登録申請
をいただきますようお願いいたします。

・制度開始以降、当社が発行する「購入電力量のお
知らせ」が「仕入明細書」となります。以下のご回答
ページから、6月30日(金)までにインボイスの登録状況
等をご回答ください。
・期限までに回答がない場合、正しい「仕入明細書」を
発行できなくなるため、漏れなく回答をお願いします。

Q．インボイス制度とは？
A．2023年10月から開始される、消費税の仕入税額控除を適用する

ための方式のことを言います。課税事業者かつ適格請求書（インボイ
ス）発行事業者の方が、制度の対象となります。

Q．私はインボイス制度の対象になるの？
A．発電者さまが課税事業者か否かは当社では分かりかねますので、最

寄りの税務署等へご確認ください。

Q．インボイス事業者にならないと罰則はあるの？
A．制度上、罰則は定められておりませんが、資源エネルギー庁および当

社としては、発電者さまが課税事業者である場合には、インボイス発
行事業者への登録をお願いしております。

Q．課税事業者がインボイス発行事業者にならないと、FIT制度上の
罰則はあるの？

A．FIT制度の制度設計につきましては、資源エネルギー庁へお問い合
わせください。なお、お問い合わせ窓口にてご案内しております資源エネ
ルギー庁ホームページにて、発電者さまが課税事業者である場合に
は、インボイス発行事業者として登録いただくよう呼びかけられています。

Q．今後、インボイスの登録番号を取得したり、逆に廃止した場合は
東北電力ネットワークへ連絡が必要か？

A．2023年9月末（予定）までは、ご回答ページにて再度のご回答が
可能です。2023年10月以降、登録番号の有無に変更があった場合
は、当社HPに別途公表する所定の様式にてお知らせください。

Q．インボイス制度の開始後は、毎月、東北電力ネットワークへインボ
イスを送付する必要があるの？

A．インボイスの送付は不要です。当社が毎月お送りする「購入電力量
のお知らせ」の登録番号、金額等に齟齬が無いかご確認いただくこと
で、「仕入明細書」としてインボイスの取扱いとさせていただきます。

Q．ダイレクトメールが複数届いているが、どういうことか？
A．契約名義と支払先住所が一致する場合は代表契約にのみ送付を

しておりますが、相違する場合は、それぞれの宛先に送付をしておりま
す。また、東北電力と東北電力ネットワーク双方の契約をお持ちの場
合は、会社ごとにダイレクトメールを送付しております。

パスワード

ログインID

右の二次元バーコードからも
アクセスいただけます。

(https://dxsv.jp/invoice/tohoku)

ご契約情報

当社がお支払いする購入金額（年間総額）

法人もしくは個人事業主

税務署への納税義務

免税事業者 課税事業者

1千万円超1千万円以下

ない ある

非該当 該当

・下記は簡易的なチャートとなりますので、最終的な判断は
最寄りの税務署にご確認ください。

課税・免税事業者判断チャート

受電地点
特定番号

発電場所

契約名義

複数の発電所の契約をもつ契約者さまへ
・インボイス制度上、 「仕入明細書」は1受給契約ごと
に発行する必要があります。複数の契約を集約して発
行することはできませんので、あらかじめご了承ください。

・「契約名義」欄に記載の名義にて「仕入明細書」を発行し
ますので、こちらのインボイス登録状況をご報告下さい。相違
する際は、変更のご連絡をお願いします。
・複数の発電所の契約をお持ちの事業者さまにおいては、代
表のご契約情報を掲載しております。

＜東北電力ネットワーク株式会社（ご回答ページの窓口）＞

　　お問い合わせ先
　　　電話番号：0120-818-060
　　　受付時間：9:00～17:00（土日祝除く）

【お知らせ】
https://nw.tohoku-epco.co.jp/consignment/renew/
右の二次元バーコードからもアクセスいただけます。

【特集 インボイス制度】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/
shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
右の二次元バーコードからもアクセスいただけます。

＜国税庁（インボイス制度の窓口）＞

　インボイスコールセンター
　　電話番号：0120-205-553 
　　受付時間：9:00～17:00（土日祝除く）

【なっとく！再生可能エネルギー】
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/
saiene/kaitori/fit_invoice.html
右の二次元バーコードからもアクセスいただけます。

＜資源エネルギー庁（FIT制度の窓口）＞

　

　お問い合わせ先
　　電話番号：0570-057-333 / 044-952-7917
　　受付時間：9:00～18:00（土日祝除く）

本お願いに関する問合せはこちら　

料金後納
郵  便

重 要


